
◆
対
象

４
〜
９
月
生
ま
れ
の
30

歳
以
上
（
平
成
15
年
９
月
30
日
現

在
）
の
女
性
市
民

◆
受
診
期
間

９
月
10
日
〜
11
月

29
日

◆
内
容

市
内
協
力
医
療
機
関
に

よ
る
個
別
検
診
（
完
全
予
約
制
）。

fl
Ｘ
線
撮
影
に
よ
る
マ
ン
モ
グ
ラ

フ
ィ
U
、
‡
超
音
波
（
エ
コ
U
）

の
い
ず
れ
か
の
検
査
方
法
を
選

び
、
医
療
機
関
に
直
接
予
約
す
る

（
検
査
方
法
に
よ
っ
て
受
診
医
療

機
関
が
指
定
さ
れ
ま
す
）
。
50
歳

以
上
の
方
、
閉
経
期
以
降
の
方
に

は
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
U
、
妊
娠
中

の
方
、妊
娠
の
可
能
性
の
あ
る
方
、

50
歳
未
満
の
方
に
は
超
音
波
（
エ

コ
U
）
を
お
勧
め
し
ま
す
。

▼
８
月
８
日
–
（
消
印
有
効
）
ま

で
に
、
は
が
き
に
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
・
年
齢
・
電
話
番
号
を

記
入
し
「
〒
181
―
０
０
０
４
新
川

６
―
35
―
28
三
鷹
市
総
合
保
健
セ

ン
タ
U
」
へ
申
し
込
む
（
直
接
申

し
込
み
も
可
）
。
定
員
900
人
（
定

員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）。

※
10
〜
３
月
生
ま
れ
の
方
は
後

期
（
12
月
１
日
〜
平
成
16
年
３
月

10
日
）
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
く

わ
し
く
は
10
月
発
行
の
「
広
報
み

た
か
」
、
三
鷹
市
ホ
U
ム
ペ
U
ジ

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

∞
総
合
保
健
セ
ン
タ
U
ò
46
―
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膣
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
症
は
、
ト

リ
コ
モ
ナ
ス
膣
炎
と
も
い
い
ま

す
が
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
原
虫
の

感
染
に
よ
っ
て
起
こ
る
病
気
で

す
。
主
と
し
て
性
行
為
を
介
し

て
感
染
し
ま
す
が
、
浴
場
な
ど

で
感
染
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
症
状
と
し
て
は
、
に
お
い

の
あ
る
黄
色
の
泡
立
つ
よ
う
な

帯
下
（
オ
リ
モ
ノ
）
の
増
量
、

外
陰
部
の
か
ゆ
み
、
焼
け
つ
く

よ
う
な
感
じ
、
性
交
痛
な
ど
で

す
。
そ
の
ほ
か
に
、
不
正
出
血

や
接
触
出
血
の
原
因
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
慢
性
化
す
る

と
、
こ
の
よ
う
な
症
状
も
あ
ま

り
は
っ
き
り
し
な
く
な
り
ま

す
。
診
断
は
膣
内
容
を
顕
微
鏡

で
検
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
比

較
的
容
易
に
つ
け
ら
れ
ま
す
。

ト
リ
コ
モ
ナ
ス
原
虫
は
単
細
胞

で
鞭
毛
（
べ
ん
も
う
）
を
持
っ

て
お
り
、
活
発
に
運
動
し
て
い

る
た
め
、
確
認
し
や
す
い
の
で

す
。
運
動
が
停
止
し
て
、
は
っ

き
り
し
な
い
と
き
は
膣
内
容
を

培
養
し
て
調
べ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

治
療
は
抗
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
剤

の
含
ま
れ
る
膣
錠
の
使
用
と
内

服
薬
で
行
い
ま
す
。
ト
リ
コ
モ

ナ
ス
原
虫
は
膣
内
だ
け
で
な

く
、
尿
道
や
膀
胱
、
バ
ル
ト
リ

ン
腺
な
ど
に
も
い
る
か
ら
で

す
。
治
療
に
際
し
て
大
切
な
こ

と
は
、
必
ず
パ
U
ト
ナ
U
も
同

時
に
治
療
す
る
こ
と
で
す
。
男

性
は
一
般
に
感
染
し
て
も
症
状

ら
し
い
も
の
は
出
ま
せ
ん
が
、

女
性
が
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
症
の
場

合
、
男
性
側
も
感
染
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
妊

娠
初
期
の
治
療
は
、
胎
児
へ
の

影
響
も
あ
り
ま
す
の
で
膣
錠
だ

け
で
行
い
、
12
週
を
過
ぎ
て
か

ら
内
服
薬
を
併
用
す
る
よ
う
に

し
ま
す
。

感
染
率
に
つ
い
て
の
報
告
を

調
べ
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
０
・
５

M
で
、
40
歳
台
に
ピ
U
ク
が
認

め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
ほ
か
の

Ｓ
Ｔ
Ｄ
と
比
較
し
た
場
合
、
罹

患
年
齢
が
高
く
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
膣
錠

の
み
に
よ
る
治
療
の
不
徹
底
、

慢
性
化
し
た
た
め
の
無
症
状
で

治
療
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
パ
U
ト

ナ
U
の
治
療
が
不
十
分
で
、
い

わ
ゆ
る
ピ
ン
ポ
ン
感
染
が
起
こ

り
や
す
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

膣
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
症
は
、
帯

下
の
性
状
、
に
お
い
、
男
性
に

症
状
が
ほ
と
ん
ど
出
な
い
と
い

う
点
か
ら
前
回
こ
の
シ
リ
U
ズ

で
書
き
ま
し
た
ガ
U
ド
ネ
レ
ラ

膣
炎
と
大
変
よ
く
似
て
い
ま

す
。
同
時
に
感
染
し
て
い
る
こ

と
も
ま
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
三
鷹
市
医
師
会
）

現
況
届
は
、
手
当
や
助
成
を
今

後
も
継
続
し
て
受
け
ら
れ
る
か
判

定
す
る
た
め
の
大
切
な
手
続
き
で

す
。
現
在
、
児
童
扶
養
手
当
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
・
■
医
療
証
を

受
給
し
て
い
る
方
に
は
、
７
月
25

日
ご
ろ
届
け
出
用
紙
と
お
知
ら
せ

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
届
け

出
を
し
な
い
と
、
受
給
資
格
が
あ

っ
て
も
制
度
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
８
月
１
日
–
〜
９
月
１
日
Ã※扶養親族が５人以上の場合は、１人増えるごとに

　38万円を加算します

0人
1人
2人
3人
4人

本人、全部支給(一部支給) 配偶者・
扶養義務者

190,000
570,000
950,000
1,330,000
1,710,000

(1,920,000)
(2,300,000)
(2,680,000)
(3,060,000)
(3,440,000)

2,360,000
2,740,000
3,120,000
3,500,000
3,880,000

扶養親族の数

 平成15年度児童扶養手当・
 親医療証所得限度額表表① (円)

※扶養親族が５人以上の場合は、１人増えるごとに
　38万円を加算します

0人
1人
2人
3人
4人

本　人 配偶者・扶養義務者

4,596,000
4,976,000
5,356,000
5,736,000
6,116,000

6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000

扶養親族の数

平成15年度特別児童扶養手当所得限度額表表② (円)
（
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
８
月
11

日
Ã
〜
15
日
–
）
の
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１

時
を
除
く
）
、
子
育
て
支
援
室

（
市
役
所
４
階
G
番
窓
口
）
で
受

け
付
け
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
・
■
医
療
証
の
対
象
者
は

次
の
と
お
り
で
す
（
い
ず
れ
も
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す〈
表
fl
‡
〉）。

な
お
、
申
請
が
な
い
と
支
給
で
き

な
い
た
め
、
要
件
に
該
当
す
る
方

は
至
急
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
手
当
は
申
請
月
の
翌
月
分
か

ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
昭
和
60
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童
（
中
程

度
以
上
の
障
害
を
有
す
る
場
合
は

20
歳
未
満
）
を
扶
養
し
て
い
る
母

親
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
し
ま

す
。
fl
離
婚
、
死
亡
な
ど
に
よ
り

父
親
と
生
計
を
一
つ
に
し
て
い
な

い
児
童
、
‡
父
親
が
重
度
の
障
害

を
有
す
る
児
童

※
４
月
か
ら
次
の
点
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。
fl
ひ
と
り
親
の
母
の

場
合
、
児
童
が
父
か
ら
受
け
る
養

育
費
の
８
割
は
所
得
に
算
入
さ
れ

ま
す
。
‡
認
定
請
求
に
つ
い
て
の

５
年
の
期
限
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た

（
た
だ
し
、
平
成
15
年
３
月
31
日

ま
で
に
請
求
期
限
を
経
過
し
て
い

る
方
は
対
象
外
）
。
現
在
受
給
中

の
方
は
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満
の

児
童
を
扶
養
し
て
い
る
方
に
支
給

し
ま
す
。
fl
身
体
障
害
者
手
帳
１

〜
３
級
（
４
級
の
一
部
含
む
）
程

度
、
‡
愛
の
手
帳
１
〜
２
度
、
３

度
の
一
部

◆
■
医
療
証

ひ
と
り
親
家
庭
医

療
費
助
成
制
度
の
受
給
者
に
交
付

し
ま
す
。
離
婚
、
死
亡
な
ど
に
よ

り
、
ひ
と
り
親
と
な
っ
た
母
親
と

子
ま
た
は
父
親
と
子
、
両
親
の
い

な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
養
育

者
と
児
童
な
ど
を
対
象
に
、
保
険

診
療
で
か
か
っ
た
自
己
負
担
分
の

一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。
対

象
児
童
の
年
齢
制
限
は
児
童
扶
養

手
当
と
同
じ
で
す
。

【
所
得
制
限
に
つ
い
て
】

平
成
15
年
度
の
児
童
扶
養
手
当

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
■
医
療

証
の
所
得
制
限
限
度
額（
表
fl
‡
）

は
平
成
14
年
度
に
据
え
置
き
と
な

り
ま
し
た
。

な
お
、
■
医
療
証
の
平
成
15
年

12
月
31
日
ま
で
の
交
付
に
つ
い
て

は
、
平
成
14
年
度
の
所
得
制
限
限

度
額
（
表
fl
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

∞
子
育
て
支
援
室
ò
内
線
２
６

７
５
〜
２
６
７
８

三
鷹
市
社
会
福
祉
協
議
会
主

催
。
対
象
は
子
ど
も
が
18
歳
未
満

の
ひ
と
り
親
家
庭
。

◆
実
施
日

８
月
30
日
—

◆
参
加
費

３
歳
〜
小
学
生
＝
１

人
500
円
、
中
学
生
以
上
＝
１
人
１

千
円
、
生
活
保
護
世
帯
＝
１
世
帯

１
千
円
。
昼
食
費
含
む
。

▼
７
月
22
日
Õ
〜
８
月
６
日
Œ
に

同
協
議
会
ò
46
―
１
１
０
８
へ
申

し
込
む
。
先
着
70
人
。

老
人
保
健
法
の
改
正
に
よ
り
、

平
成
14
年
10
月
か
ら
医
療
受
給
者

証
は
、
一
部
負
担
金
の
割
合
（
１

割
ま
た
は
２
割
）
を
表
示
し
た
も

の
に
な
り
ま
し
た
。
一
部
負
担
金

の
割
合
は
、
市
区
町
村
民
税
の
課

税
所
得
を
も
と
に
判
定
さ
れ
ま

す
。平

成
15
年
８
月
１
日
か
ら
の
一

部
負
担
金
の
割
合
は
平
成
15
年
度

の
課
税
所
得
を
も
と
に
判
定
し
、

前
年
度
と
負
担
割
合
が
変
更
に
な

る
方
に
、
新
し
い
医
療
受
給
者
証

を
７
月
末
に
お
送
り
し
ま
す
。
古

い
医
療
受
給
者
証
は
必
ず
お
返
し

く
だ
さ
い
。

◆
一
定
以
上
所
得
者
（
負
担
割
合

が
２
割
の
方
）
の
基
準

fl
平
成
15
年
度
の
市
区
町
村
民
税

の
課
税
所
得
が
124
万
円
以
上
の
場

合
、

‡
住
民
票
上
の
同
じ
世
帯
に
、
老

人
医
療
受
給
者
ま
た
は
70
歳
以
上

の
方
で
、
市
区
町
村
民
税
の
課
税

所
得
が
124
万
円
以
上
の
方
が
い
る

場
合た

だ
し
、
住
民
票
上
の
同
じ
世

帯
に
属
す
る
老
人
医
療
受
給
者
お

よ
び
70
歳
以
上
の
方
全
員
の
平
成

14
年
中
の
総
収
入
（
必
要
経
費
な

ど
を
差
し
引
く
前
の
金
額
。
「
所

得
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
の
合
計

額
が
637
万
円
未
満
（
※
）
の
場
合
、

申
請
に
よ
り
負
担
割
合
を
１
割
に

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
住
民
票
上
の
同
じ
世
帯
に
老

人
医
療
受
給
者
が
１
人
の
み
の
場

合
は
450
万
円
未
満
。

こ
の
条
件
に
該
当
す
る
可
能
性

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
６

月
末
に
「
基
準
収
入
額
適
用
申
請

書
」
を
お
送
り
し
ま
し
た
。
必
要

事
項
を
記
入
し
関
係
書
類
を
添
え

て
、
保
険
課
高
齢
者
医
療
係
（
市

役
所
１
階
Ë
番
窓
口
）
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
昨
年
申
請
し
た
方
も
、
改
め

て
申
請
が
必
要
で
す
。
８
月
以
降

に
申
請
し
た
場
合
は
、
申
請
の
翌

月
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。

◆
「
老
人
医
療
の
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
に
つ

い
て市

民
税
非
課
税
世
帯
の
老
人
保

健
医
療
受
給
者
の
方
は
、
申
請
に

よ
り
、
「
老
人
医
療
の
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
医
療
機
関
な

ど
で
提
示
す
る
と
、
入
院
時
の
一

部
負
担
金
、
食
事
の
負
担
額
の
減

額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

減
額
認
定
証
に
は
次
の
２
種
類
が

あ
り
ま
す
。

◇
区
分
Ⅱ

住
民
票
上
の
同
一
世

帯
員
全
員
の
市
区
町
村
民
税
が
非

課
税
の
世
帯
に
属
す
る
方
（
区
分

Ⅰ
に
該
当
す
る
方
を
除
く
）
。
入

院
時
の
fl
一
部
負
担
金
＝
２
万
４

千
600
円
、
‡
食
事
の
負
担
額
（
１

ひ
と
り
親
家
庭

東
京
サ
マ
U
ラ
ン
ド

日
帰
り
ツ
ア
U

７
月
６
日
発
行
の
「
広
報
み

た
か
」
９
面
に
掲
載
し
た
「
あ

た
た
か
い
善
意
」
の
記
事
の
な

か
で
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
」

の
内
容
に
誤
り
が
あ
り
ま
し

た
。
正
し
く
は
次
の
と
お
り
で

す
。∞

広
報
課
ò
内
線
２
１
３
３

訂
正
の
お
知
ら
せ

◇
２
千
701
円
　
新
中
コ
ミ
セ
ン
祭
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
U

ナ
U

利
用
者
一
同

◇
２
千
939
円
　
大
沢
コ
ミ
セ
ン
祭

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
U

ナ
U

利
用
者
一

同
　
◇
３
万
１
千
650
円
　
新
川
中
原

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ま
つ
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
コ
U

ナ
U

福
祉
シ
ョ
ッ
プ
利
用
者

一
同
　
◇
２
千
円
　
匿
名
（
１
件
）

■
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金

性
感
染
症
（
Ｓ
Ｔ
Ｄ
）
„

―
膣
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
症
―

日
あ
た
り
）
＝
650
円
（
過
去
１
年

間
の
入
院
日
数
が
90
日
を
超
え
る

場
合
は
500
円
）に
減
額
さ
れ
ま
す
。

◇
区
分
Ⅰ

住
民
票
上
の
同
一
世

帯
員
全
員
の
市
区
町
村
民
税
が
非

課
税
で
あ
り
、
か
つ
世
帯
員
全
員

の
所
得
が
０
円
（
た
だ
し
、
公
的

年
金
収
入
金
額
か
ら
の
控
除
額
は

140
万
円
で
は
な
く
、
65
万
円
と
し

て
計
算
し
ま
す
）
で
あ
る
世
帯
に

属
す
る
方
。
入
院
時
の
fl
一
部
負

担
金
＝
１
万
５
千
円
、
‡
食
事
の

負
担
額
（
１
日
あ
た
り
）
＝
300
円

に
減
額
さ
れ
ま
す
。

◎
現
在
「
減
額
認
定
証
」
を
お
持

ち
の
方
へ

現
在
の
認
定
証
は
７
月
31
日
で

有
効
期
限
が
切
れ
る
た
め
、
更
新

用
の
申
請
書
を
お
送
り
し
て
い
ま

す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
fl
受
給

者
証
、
‡
健
康
保
険
証
、
·
入
院

日
数
の
確
認
で
き
る
領
収
書
な
ど

（
区
分
Ⅱ
の
方
で
過
去
１
年
間
に

入
院
日
数
が
90
日
を
超
え
る
場

合
）
を
持
参
し
、
保
険
課
高
齢
者

医
療
係（
市
役
所
１
階
Ë
番
窓
口
）

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

∞
保
険
課
高
齢
者
医
療
係
ò
内

線
２
３
８
５

（
敬
称
略
）

を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
利
用
条
件

糖
尿
病
、
肝
臓
病

に
よ
り
通
院
治
療
中
で
、
医
師
か

ら
食
事
療
養
の
指
示
を
さ
れ
て
い

る
方
の
う
ち
、
世
帯
全
員
が
住
民

税
非
課
税
で
、
fl
高
齢
者
の
み
の

世
帯
に
属
す
る
65
歳
以
上
の
高
齢

市
で
は
、
糖
尿
病
、
肝
臓
病
に

よ
り
食
事
療
養
が
必
要
な
方
の
た

め
に
、
療
養
食
の
配
食
サ
U
ビ
ス

療
養
食
の

配
食
サ
U
ビ
ス
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

児
童
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当
・
特
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扶
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当
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・
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れ
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児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
・

医
療
証
の
「
現
況
届
」
を
忘
れ
ず
に

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
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当
・

医
療
証
の
「
現
況
届
」
を
忘
れ
ず
に

児
童
扶
養
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当
・
特
別
児
童
扶
養
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当
・

医
療
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況
届
」
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忘
れ
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児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
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当
・

医
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況
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れ
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児
童
扶
養
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・
特
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児
童
扶
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当
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医
療
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現
況
届
」
を
忘
れ
ず
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児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
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扶
養
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当
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医
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況
届
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を
忘
れ
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児
童
扶
養
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当
・
特
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児
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扶
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現
況
届
」
を
忘
れ
ず
に

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
・

医
療
証
の
「
現
況
届
」
を
忘
れ
ず
に

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
・

医
療
証
の
「
現
況
届
」
を
忘
れ
ず
に

親

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします
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８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

８月１日から

一部負担金の割合が変更になる方に

新しい受給者証をお送りします

今
年
度
か
ら
、
発
見
率
を
よ
り

高
め
る
た
め
に
従
来
の
視
触
診
に

加
え
て
、
Ｘ
線
撮
影
に
よ
る
マ
ン

モ
グ
ラ
フ
ィ
U
も
し
く
は
超
音
波

（
エ
コ
U
）
に
よ
る
検
査
法
を
導

入
し
た
検
診
を
実
施
し
ま
す
。
検

診
方
法
の
変
更
に
よ
り
協
力
医
療

機
関
が
限
定
さ
れ
、
検
診
時
間
が

延
長
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
受
診
期

間
を
誕
生
月
に
よ
っ
て
、
前
期
・

後
期
に
分
け
て
実
施
し
ま
す
。

今
回
は
前
期
の
申
し
込
み
を
受

け
付
け
ま
す
。

親

親

親

親

親

市
民
健
康
講
座

運
動
教
室

〜
か
ら
だ
の
歪
み
を

治
し
て
す
こ
や
か
に
〜

か
ら
だ
の
歪
み
は
、
肩
こ
り
や

腰
痛
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
不
快
な
症

状
や
病
気
を
引
き
起
こ
す
原
因
に

な
り
ま
す
。
歪
み
を
治
す
簡
単
な

運
動
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

▽
７
月
31
日
œ
午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
、
総
合
保
健
セ
ン
タ
U

で
。
講
師
は
早
稲
田
大
学
体
育
局

講
師
で
薬
剤
師
・
健
康
運
動
指
導

士
の
古
田
祐
子
さ
ん
。
運
動
の
で

き
る
服
装
・
靴
で
、
タ
オ
ル
、
市

民
健
康
手
帳
持
参
。

▼
７
月
22
日
Õ
〜
30
日
Œ
に
、
総

合
保
健
セ
ン
タ
U
ò
46
―
３
２
５

４
へ
電
話
ま
た
は
直
接
申
し
込

む
。
先
着
20
人
。
保
育
（
就
学
前

児
先
着
10
人
程
度
）も
あ
り
ま
す
。

者
、
‡
重
度
の
身
体
障
害
者
、
知

的
障
害
者
の
世
帯
の
方
。

◆
サ
U
ビ
ス
内
容

月
〜
土
曜
日

の
昼
食
ま
た
は
夕
食
。１
食
400
円
。

▼
く
わ
し
く
は
高
齢
者
支
援
室

（
市
役
所
１
階
Í
番
窓
口
）
ò
内

線
２
６
２
７
へ
。


